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新型肺炎への対応について 

 
向春の候、保護者の皆様には、ご健勝にお過ごしのことと存じます。また、日頃より、本校の教育

活動へご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。 
さて、連日の報道等により、新型肺炎の拡大に不安に思われているご家庭もあるかと思います。本

校では、感染症専門医師である校医より正確な情報を得ながら、対応を進めております。 
現段階で判明している疾患の特徴は、 

・風邪の一種であり、8割は軽症 
・潜伏期間は 1 日～12.5 日（多くは 5～6日） 
・発熱やのどの痛み、咳が 1週間前後続く 
・強いだるさを訴える患者が多い 
・感染者のくしゃみ、せきなどの飛沫を吸い込み感染（飛沫感染） 
・飛沫が付着した自分の手で口や鼻を触って感染（接触感染） 

となっています。基礎疾患のない若年層は、重症化の危険性は低いと言われてはいるものの、り患を
防ぎ、蔓延を防止することが重要と考えております。学校としては、教職員・生徒に手洗いの励行を
促すとともに、校舎入り口や廊下にアルコール消毒剤を設置し、咳のある生徒へはマスクを装着させ
るなどの対応をとってまいります（予防用のマスクについては、ご家庭でご用意ください）。 
つきましては、ご家庭におかれましても、下記の点にご注意いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 
 

記 
 
①発熱等の風邪症状がある場合、絶対に登校せず、外出も控えること。 
②発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 
③37.5度以上の発熱、せきなどの風邪症状が 4日以上続く場合および強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ
（呼吸困難）がある場合は、「帰国者・接触者相談センター」へ相談すること。 
参照：厚生労働省「新型コロナウィルスを防ぐには」 

 
※なお、①の風邪症状で欠席した後、症状が治まった場合でも、該当期間については「出校停止」扱い
とし、欠席としては扱いません（該当期間  2月 20 日～3月 21 日）。該当期間中に欠席する場合、通
常通り当日朝までに学校へご連絡いただくとともに、症状が治まったのち登校する際には、裏面にあ
る形式の保護者の方による欠席届を保健室までご提出ください（医療機関による登校許可証は不要で
す）。 
ご不明な点がございましたら、保健室までお問い合わせください。 

以上 


